
令和８年１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※収用以外の土地建物の譲渡、上場株式等の譲渡や配当、先物取引、雑損控除、繰越損失、 

新規の住宅関係の特別控除などを含めて申告する場合は税務署での申告をお願いしています。 

詳しくはホームページをご確認ください。 

※このフローチャートはあくまで目安としてご活用ください。その方の所得や状況に応じて変わる場合 

があります。ご不明な点がある場合は、税務課にご相談ください。 

 

「申告が必要か確かめてみましょう」 

令和８年１月１日に、加美町に住んでいましたか？ 

令和７年１月１日から１２月３１日まで、収入がありましたか？ 

収 入 な し 

収 

入 

あ 

り 

 

 

収入は障がい年金・遺族

年金のみである。 

収入は障がい年金・遺族

年金以外の公的年金の

みである。 

公的年金等収入額は 

４００万円以下である。 

 

 

 

収入は給与のみである。

（パート・アルバイト・事業

専従者も含む） 

勤務先で年末調整され、

加美町に給与支払報告書

が提出されている。 

※提出の有無は勤務先に確認

してください。 

給与を２か所以上から受け

ている。 

加美町への申告は不要です 
※令和８年１月１日に居住の市町村にお

問い合わせください。 

申告が必要です 
収入がない人は電話での 

申告が可能です 

申告は不要です 
※所得証明書等の発行や、

福祉サービスを受ける場

合、または国民健康保険

に加入している方は、所得

がない旨の申告が必要で

す。 

 

 

 

申告が必要です 

同居の家族または加美町

内に居住する人の扶養控

除（控除対象配偶者を含

む）の対象になっている。 

※加美町以外の市町村に居住

する人の扶養控除（控除対象

配偶者を含む）の対象になって

いる場合は、「いいえ」に進ん

でください。 

申告は不要です 
※医療費控除などの各種控

除の追加・訂正をする場合

は、申告が必要です。 

給与、年金以外の収入（事業・農業・不動産・譲渡等）がある。 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

お問い合わせ  加美町税務課  ☎６３－３１１４ 

申告が必要です 


